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別記様式第3号（第5条関係）

利用者各位

　　　　この自転車等は、所有者等調査を行ってから１５日間を越えて

　　　　この警告票を取り外さないままですと　　　　　年　　月　　日に３０日間

　　する他の場所に移動し、保管します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

整理番号

警　　　告　　　票

　　を越えて継続して駐車している長期駐車自転車等として、市が管理

　　　継続して駐車している自転車等です。

　　この自転車等をご使用している方はこの警告票を

取り外すとともに、今後は駐車場の利用を守って下さ

い。

北　　　見　　　市
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要綱

		北見市自転車駐車場管理要綱 キタミシジテンシャチュウシャジョウカンリヨウコウ

		改正　　　　平成２５年　５月　７日　要綱第２号 カイセイヘイセイネンツキヒヨウコウダイゴウ

		　　（趣旨） シュシ

		第１条　　この要綱は、本市が設置する自転車駐車場（以下「駐車場」という。） ダイジョウヨウコウホンシセッチジテンシャチュウシャジョウイカチュウシャジョウ

		　　の管理について必要な事項を定めるものとする。 カンリヒツヨウジコウサダ

		　　（名称及び位置） メイショウオヨイチ

		第２条　　本市が設置する駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。 ダイジョウホンシセッチチュウシャジョウメイショウオヨイチベッピョウ

		　　（利用できる車両） リヨウシャリョウ

		第３条　　駐車場を利用できる車両は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５ ダイジョウチュウシャジョウリヨウシャリョウドウロコウツウホウショウワネンホウリツダイ

		　　号）第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車及び同項第１１号に ゴウダイジョウダイコウダイゴウキテイゲンドウキツジテンシャオヨドウコウダイゴウ

		　　規定する自転車（以下「自転車等」という。）とする。 キテイジテンシャイカジテンシャトウ

		　　（利用料金） リヨウリョウキン

		第４条　　駐車場の利用料金は、無料とする。 ダイジョウチュウシャジョウリヨウリョウキンムリョウ

		　　（駐車場の管理） チュウシャジョウカンリ

		第５条　　市長は、駐車場を設置したときは、場内の見やすい場所に、本市が ダイジョウシチョウチュウシャジョウセッチジョウナイミバショホンシ

		　　 設置した駐車場であることを表示しなければならない。 セッチチュウシャジョウヒョウジ

		　２　 駐車場の使用期間は４月１日から１１月３０日までとする。ただし、市長 チュウシャジョウシヨウキカンガツヒガツヒシチョウ

		　　 は、天候その他の事情によりこれを変更することができる。 テンコウタジジョウヘンコウ

		　３　 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、駐車されてい シチョウチュウシャジョウカンリウンエイジョウヒツヨウミトチュウシャ

		　　 る自転車等を駐車場内の他の場所に移動することができる。 ジテンシャトウチュウシャジョウナイホカバショイドウ

		　４　 市長は、駐車場の設備等の修理又は改良のための工事その他公益上の シチョウチュウシャジョウセツビトウシュウリマタカイリョウコウジタコウエキジョウ

		　　 事由があるときは、期間及び区域を定めて駐車場の使用を禁止し、又は制 ジユウキカンオヨクイキサダチュウシャジョウシヨウキンシマタセイ

		　　 限することができる。 ゲン

		　　（利用者の遵守事項） リヨウシャジュンシュジコウ

		第６条　　駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）は、駐車場の利用に当 ダイジョウチュウシャジョウリヨウモノイカリヨウシャチュウシャジョウリヨウア

		　　たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ツギカカジコウジュンシュ

		　　（１）　２４時間を超えて継続して自転車等を駐車しないこと。 ジカンコケイゾクジテンシャトウチュウシャ

		　　（２）　他の自転車等の駐車を妨げる方法で自転車等を駐車しないこと。 タジテンシャトウチュウシャサマタホウホウジテンシャトウチュウシャ

		　　（３）　駐車場の施設、設備及び他の自転車等を汚損し、若しくは滅失する チュウシャジョウシセツセツビオヨタジテンシャトウオソンモメッシツ

		　　　　　おそれのある行為をしないこと。 コウイ

		　　（４）　前各号のほか、市長が駐車場の管理上支障があると認める行為をし マエカクゴウシチョウチュウシャジョウカンリジョウシショウミトコウイ

		　　　　　ないこと。

		　　（行商、募金等の行為の禁止） ギョウショウボキントウコウイキンシ

		第７条　　駐車場内において、行商、募金その他これらに類する行為を行い、 ダイジョウチュウシャジョウナイギョウショウボキンタルイコウイオコナ

		　　又は広告若しくはこれに類する物を掲出し、若しくは配布する行為を行って マタコウコクモルイモノケイシュツモハイフコウイオコナ

		　　はならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。 シチョウトクミトバアイカギ

		　　（禁止行為に対する措置） キンシコウイタイソチ

		第８条　　市長は、前２条の規定に違反した利用者に対して、行為の中止又は ダイジョウシチョウマエジョウキテイイハンリヨウシャタイコウイチュウシマタ

		　　駐車場からの退去を命ずることができる。 チュウシャジョウタイキョメイ

		　　（損害賠償） ソンガイバイショウ

		第９条　　駐車場の設備を汚損し、又は破損し、又は滅失した者は、市長の命 ダイジョウチュウシャジョウセツビオソンマタハソンマタメッシツモノシチョウメイ

		　　ずるところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 ゲンジョウカイフクマタソンガイバイショウ

		　　（責任） セキニン

		第１０条　　駐車場内における自転車等の接触、盗難等による損害については、 ダイジョウチュウシャジョウナイジテンシャトウセッショクトウナントウソンガイ

		　　市は一切その責めを負わない。 シイッサイセオ

		　　（長期駐車自転車等に対する措置） チョウキチュウシャジテンシャトウタイソチ

		第１１条　　市長は、駐車場内に相当の期間にわたり継続して駐車されている ダイジョウシチョウチュウシャジョウナイソウトウキカンケイゾクチュウシャ

		　　自転車等（以下「長期駐車自転車等」という。）を、当該自転車等の所有者 ジテンシャトウイカチョウキチュウシャジテンシャトウトウガイジテンシャトウショユウシャ

		　　又は利用者（以下「所有者等」という。）に引き取らせるため必要な措置を マタリヨウシャイカショユウシャトウヒトヒツヨウソチ

		　　講ずるものとする。 コウ

		　　（移動、保管） イドウホカン

		第１２条　　市長は、前条の必要な措置を講じてもなお、所有者等が引き取らな ダイジョウシチョウマエジョウヒツヨウソチコウショユウシャトウヒト

		　　い長期駐車自転車等があるときは、あらかじめ市長が定めた場所に移動、 チョウキチュウシャジテンシャトウシチョウサダバショイドウ

		　　保管するものとする。 ホカン

		　２　　市長は、第１項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示 シチョウダイコウキテイジテンシャトウホカンムネコクジ

		　　　するとともに、当該自転車等の所有者等に返還するため必要な措置を講ず トウガイジテンシャトウショユウシャトウヘンカンヒツヨウソチコウ

		　　　るものとする。

		　

		　　（処分） ショブン

		第１３条　　市長は、前条第１項により保管した自転車等につき、同条第２項の ダイジョウシチョウマエジョウダイコウホカンジテンシャトウドウジョウダイコウ

		　　規定による告示の日から要領で定める期間を経過しても、当該自転車等を キテイコクジヒヨウリョウサダキカンケイカトウガイジテンシャトウ

		　　引き取らないときは、これを処分することができる。 ヒトショブン

		　　（管理の委任） カンリイニン

		第１４条　　市長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場の管理を公共的 ダイジョウシチョウカンリジョウヒツヨウミトチュウシャジョウカンリコウキョウテキ

		　　団体に委託することができる。 ダンタイイタク

		　　（委任） イニン

		第１５条　　この要綱の施行に関し必要事項は、市長が定める。 ダイジョウヨウコウセコウカンヒツヨウジコウシチョウサダ

		　　附　　　則 フノリ

		　１　　この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 ヨウコウヘイセイネンガツヒセコウ

		　２　　この要綱の、第２条別表（第２条関係）に一部追加改正をして ヨウコウダイジョウベッピョウダイジョウカンケイイチブツイカカイセイ

		　　　平成１９年６月１５日から施行する ヘイセイネンツキヒセコウ

		　３　　この要綱の、第２条別表（第２条関係）に一部追加改正をして ヨウコウダイジョウベッピョウダイジョウカンケイイチブツイカカイセイ

		　　　平成２５年５月７日から施行する ヘイセイネンツキヒセコウ

		別表　（第２条関係） ベッピョウダイジョウカンケイ

		駐車場名 チュウシャジョウメイ								位置 イチ

		北見駅横自転車駐車場 キタミエキヨコジテンシャチュウシャジョウ								北見市大通東１丁目８番１ キタミシオオツウヒガシチョウメバン

		北見駅南自転車駐車場 キタミエキミナミジテンシャチュウシャジョウ								北見市泉町１丁目２番２０ キタミシイズミマチチョウメバン

		柏陽駅自転車駐車場 ハクヨウエキジテンシャチュウシャジョウ								北見市並木町２８４番 キタミシナミキチョウバン

		相内駅横自転車駐車場 アイノナイエキヨコジテンシャチュウシャジョウ								北見市相内町３５７番２ キタミシアイノナイチョウバン

		端野駅自転車駐車場 タンノエキジテンシャチュウシャジョウ								北見市端野町端野２２８番地５ キタミシタンノチョウタンノバンチ

		緋牛内駅自転車駐車場 ヒウシナイエキジテンシャチュウシャジョウ								北見市端野町緋牛内１３４７番地２ キタミシタンノチョウヒウシナイバンチ

		愛 し野駅自転車駐車場 イトノエキジテンシャチュウシャジョウ								北見市端野町三区８６９番地 キタミシタンノチョウサンクバンチ

		留辺蘂駅横自転車駐車場 ルベシベエキヨコジテンシャチュウシャジョウ								北見市留辺蘂町東町９５番地４ キタミシルベシベチョウヒガシマチバンチ

		跨線連絡通り自転車駐車場 コセンレンラクトオジテンシャチュウシャジョウ								北見市留辺蘂町栄町１５２番地３　 キタミシルベシベチョウサカエマチバンチ

		西北見駅自転車駐車場 ニシキタミエキジテンシャチュウシャジョウ								北見市緑町6丁目５８７番地２０ キタミシミドリマチチョウメバンチ

		東相内駅前自転車駐車場 ヒガシアイノナイエキマエジテンシャチュウシャジョウ								北見市東相内町３０１番３ キタミシヒガシアイノナイチョウバン





要領

		　　　　　　　　　　　　北見市自転車駐車場管理要領 キタミシジテンシャチュウシャジョウカンリヨウリョウ

		　　（趣旨） シュシ

		第１条　　この要領は、北見市自転車駐車場管理要綱（以下「要綱」という。） ダイジョウヨウリョウキタミシジテンシャチュウシャジョウカンリヨウコウイカヨウコウ

		　　に基づく実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 モトズジッシカンヒツヨウジコウサダ

		　　（駐車場の表示） チュウシャジョウヒョウジ

		第２条　　要綱第５条第１項に規定する表示は、別記第１号様式によるものとする。 ダイジョウヨウコウダイジョウダイコウキテイヒョウジベッキダイゴウヨウシキ

		　　（相当の期間） ソウトウキカン

		第３条　　要綱第１１条に規定する相当の期間は、３０日間とする。ただし、特別な ダイジョウヨウコウダイジョウキテイソウトウキカンヒカントクベツ

		　　事情がある場合は、この限りでない。 ジジョウバアイカギ

		　　（所有者等調査） ショユウシャトウチョウサ

		第４条　　市長は、前条の期間を超えて長期駐車自転車等を確認するため、必要 ダイジョウシチョウゼンジョウキカンコチョウキチュウシャジテンシャトウカクニンヒツヨウ

		　　に応じ、駐車場内に駐車している自転車等に所有者等調査票（別記第２号様 オウチュウシャジョウナイチュウシャジテンシャトウショユウシャトウチョウサヒョウベッキダイゴウサマ

		　　式）を取り付けるものとする。 シキトツ

		　２　前項の規定により所有者等調査票を取り付けられた自転車等の所有者等は、 ゼンコウキテイショユウシャトウチョウサヒョウトツジテンシャトウショユウシャトウ

		　　当該自転車等を出場させる際に、所有者等調査票を取り除くものとする。 トウガイジテンシャトウシュツジョウサイショユウシャトウチョウサヒョウトノゾ

		　　（警告票） ケイコクヒョウ

		第５条　　市長は、前条第１項の規定により自転車等に調査票を取り付けた日から ダイジョウシチョウゼンジョウダイコウキテイジテンシャトウチョウサヒョウトツヒ

		　　１５日を経過した日以後において調査票が取り外されていない自転車等がある ヒケイカヒイゴチョウサヒョウトハズジテンシャトウ

		　　ときは、当該自転車等に警告票（別記第３号様式）を取り付けることにより、当 トウガイジテンシャトウケイコクヒョウベッキダイゴウヨウシキトツトウ

		　　該自転車等の所有者等に対し、当該自転車等を移動し、保管する旨を警告す ガイジテンシャトウショユウシャトウタイトウガイジテンシャトウイドウホカンムネケイコク

		　　るものとする。

		　２　前項の規定により警告票を取り付けられた自転車の所有者等は、当該自転　 ゼンコウキテイケイコクヒョウトツジテンシャショユウシャトウトウガイジテン

		　　車等を出場させる際には、警告票を取り除くものとする。 シャトウシュツジョウサイケイコクヒョウトノゾ

		　　（移動、保管） イドウホカン

		第６条　　市長は、前条第１項の規定により警告票を取り付けた日から１５日を経 ダイジョウシチョウゼンジョウダイコウキテイケイコクヒョウトツヒヒキョウ

		　　過 した日以後において警告票が取り外されていない自転車等があるときは、 カヒイゴケイコクヒョウトハズジテンシャトウ

		　　当該自転車等を移動し、保管するものとする。 トウガイジテンシャトウイドウホカン

		　２　市長は、前項の規定により自転車等を移動する場合において当該自転車等 シチョウゼンコウキテイジテンシャトウイドウバアイトウガイジテンシャトウ

		　　が鎖等により固定されている場合で、必要があると認めたときは、当該鎖等を クサリトウコテイバアイヒツヨウミトトウガイクサリトウ

		　　切断することができる。 セツダン

		　３　第１項に規定する移動措置を実施するときは、移動する自転車等に移動自転 ダイコウキテイイドウソチジッシイドウジテンシャトウイドウジテン

		　　車等整理票（別記第４号様式）を取り付けるものとする。 シャトウセイリヒョウベッキダイゴウヨウシキトツ

		　　（保管台帳の作成） ホカンダイチョウサクセイ

		第７条　　市長は、要綱第１２条第１項の規定により自転車等を保管したときは自　　 ダイジョウシチョウヨウコウダイジョウダイコウキテイジテンシャトウホカンジ

		　　転車等保管・返還台帳（別記第５号様式）に必要な事項を記載するものとする。 テンシャトウホカンヘンカンダイチョウベッキダイゴウヨウシキヒツヨウジコウキサイ

		　　（保管の告示） ホカンコクジ

		第８条　　市長は、自転車等を移動し、保管したときは、その旨当該駐車場内に掲 ダイジョウシチョウジテンシャトウイドウホカンムネトウガイチュウシャジョウナイケイ

		　　示するとともに、次に掲げる事項を告示（別記第６号様式）するものとする。 ジツギカカジコウコクジベッキダイゴウヨウシキ

		　（１）　　移動し、保管した自転車等（以下「保管自転車等」という。）の特徴と駐車 イドウホカンジテンシャトウイカホカンジテンシャトウトクチョウチュウシャ

		　　　　　してあった駐車場の名称。 チュウシャジョウメイショウ

		　（２）　　保管自転車等に警告票を取り付けた日。 ホカンジテンシャトウケイコクヒョウトツヒ

		　（３）　　自転車等を移動し、保管した日。 ジテンシャトウイドウホカンヒ

		　（４）　　保管自転車等の返還を申し出る場所。 ホカンジテンシャトウヘンカンモウデバショ

		　（５）　　保管自転車等を返還する日時及び場所。 ホカンジテンシャトウヘンカンニチジオヨバショ

		　（６）　　その他市長が必要と認める事項。 タシチョウヒツヨウミトジコウ

		　　（所有者等への通知） ショユウシャトウツウチ

		第９条　　市長は、前条の利用者を調査し、当該保管自転車等を確認することがで ダイジョウシチョウゼンジョウリヨウシャチョウサトウガイホカンジテンシャトウカクニン

		　　きたときは、自転車等引取通知書（別記第７号様式）その他の方法により、自転 ジテンシャトウヒキトリツウチショベッキダイゴウヨウシキタホウホウジテン

		　　車等を引き取るよう当該所有者等に通知するものとする。 シャトウヒトトウガイショユウシャトウツウチ

		　　（自転車等の返還） ジテンシャトウヘンカン

		第１０条　　保管自転車等の所有者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとす ダイジョウホカンジテンシャトウショユウシャトウトウガイホカンジテンシャトウヘンカンウ

		　　るときは、自転車等引取申出・受領書（別記第８号様式）を市長に提出しなけれ ジテンシャトウヒキトリモウデジュリョウショベッキダイゴウヨウシキシチョウテイシュツ

		　　ばならない。この場合において、当該所有者等は前条の自転車取引通知書、自 バアイトウガイショユウシャトウゼンジョウジテンシャトリヒキツウチショジ

		　　転車等の鍵その他の当該自転車等の所有者等であることを証明するものを提出 テンシャトウカギタトウガイジテンシャトウショユウシャトウショウメイテイシュツ

		　　しなければならない。

		　　（保管期間） ホカンキカン

		第１１条　　要綱第１３条に規定する期間は、第８条による告示の日から起算して３ ダイジョウヨウコウダイジョウキテイキカンダイジョウコクジヒキサン

		　　箇月とする。 カツキ

		　　（処分） ショブン

		第１２条　　要綱第１３条の規定に基づき自転車等を処分するときは、本市が所有す ダイジョウヨウコウダイジョウキテイモトジテンシャトウショブンホンシショユウ

		　　る物品として処分するものとする。 ブッピンショブン

		　２　前項に規定する処分を行うときは、当該自転車等について告示（別記第９号様 ゼンコウキテイショブンオコナトウガイジテンシャトウコクジベッキダイゴウサマ

		　　式）するものとする。 シキ

		　　（腕章の着用等） ワンショウチャクヨウトウ

		第１３条　　自転車等の移送に従事する職員は、腕章（別記第１０号様式）を着用す ダイジョウジテンシャトウイソウジュウジショクインワンショウベッキダイゴウヨウシキチャクヨウ

		　　るほか、身分を示す証票（別記第１１号様式）を携行し、関係人の請求があった ミブンシメショウヒョウベッキダイゴウヨウシキケイコウカンケイニンセイキュウ

		ときは、これを提示しなければならない。 テイジ

		　　（委任） イニン

		第１４条　　この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 ダイジョウヨウリョウセコウカンヒツヨウジコウシチョウベツサダ

		　附　　　則 フノリ

		　　　この要領は、平成１２年４月 １日から施行する。 ヨウリョウヘイセイネンガツヒセコウ

		　　　この要領は、平成１９年６月１５日から施行する。





様式

		別記様式第3号（第5条関係） ベッキダイゴウダイジョウカンケイ

												整理番号 セイリバンゴウ

				利用者各位 リヨウシャカクイ

						警　　　告　　　票 ケイコクヒョウ

		　　　　この自転車等は、所有者等調査を行ってから１５日間を越えて ジテンシャトウショユウシャトウチョウサオコナヒカンコ

		　　　継続して駐車している自転車等です。 ケイゾクチュウシャジテンシャトウ

				　　この自転車等をご使用している方はこの警告票を取り外すとともに、今後は駐車場の利用を守って下さい。　　 ジテンシャトウシヨウカタケイコクヒョウトハズコンゴチュウシャジョウリヨウマモクダ

		　　　　この警告票を取り外さないままですと　　　　　年　　月　　日に３０日間 ケイコクヒョウトハズネンツキヒヒカン

		　　を越えて継続して駐車している長期駐車自転車等として、市が管理 コケイゾクチュウシャチョウキチュウシャジテンシャトウシカンリ

		　　する他の場所に移動し、保管します。 タバショイドウホカン

										　　　　　　　　　年　　月　　日 ネンツキヒ

						北　　　見　　　市 キタミシ





様式２

		別記第５号様式（第７条関係） ベッキダイゴウヨウシキダイジョウカンケイ

		自転車等保管・返還台帳 ジテンシャトウホカンヘンカンダイチョウ

		整理番号 セイリバンゴウ		駐車していた　駐車場名 チュウシャチュウシャジョウメイ		警告・保管 ケイコクホカン		自転車等の特徴 ジテンシャトウトクチョウ				所　有　者　等　調　査 ショユウシャトウチョウサ						返還事務 ヘンカンジム				処　　分 トコロブン

						所有者等取付日 ショユウシャトウトリツケヒ		種別 シュベツ		車体番号 シャタイバンゴウ		照会日　ーーー　　回答日 ショウカイビカイトウヒ		盗難　　　届等 トウナントドケトウ		住　　所 ジュウショ		通知日　ーーー　　返戻日 ツウチヒヘンモドヒ		返還日 ヘンカンヒ		保管期間満了日 ホカンキカンマンリョウヒ

						携行票取付日 ケイコウヒョウトリツケヒ		メーカー名 メイ		防犯登録番号 ボウハントウロクバンゴウ						氏　　名 シメイ						処　分　日 トコロブンビ

						移動保管日 イドウホカンヒ		色 イロ		学校登録番号 ガッコウトウロクバンゴウ						電　　話 デンハナシ						備　　　考 ソナエコウ

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：

								自転車・原付 ジテンシャゲンツキ				ーーー		盗難　　　遺失　　　不明 トウナンイシツフメイ				ーーー

																ＴＥＬ：






